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研究要旨： 

【背景・目的】地球規模の保健課題は、近年、世界保健機関（WHO）のみならず、

国連総会や主要国際会合でもしばしば主要議題として扱われる等、国際社会において

その重要性が高まっている。ミレニアム開発目標の後継として 2015 年 9 月に採択さ

れた「持続可能な開発目標」（SDGs）では、開発国のみでなく先進国においても保健

分野のゴールが設定され、国際的な取組が一層強化された。本研究では、SDG Goal3

保健関連指標において、現在国内で実施されている統計調査等の結果を基にデータの

集計・算出、近似値の推計を行う方法を開発し、各国と推計値の比較を行い、国際社

会に向けて発信することを目的とする。 

【方法】初年度は SDG3 保健指標におけるユニバーサルヘルスカバレッジ（UHC）、

生涯を通じた健康の確保（母子保健・高齢化）、感染症（HIV/エイズ、結核）対策、

非感染性疾患の予防と治療、薬物乱用の予防と治療、人体に有害な環境（化学物質、

空気、水、土壌）の改善に関する指標について、国内既存の厚生労働統計や行政報

告、および国連メタデータの活用について検討した。さらに UHC サービスカバレッ

ジインデックス 14 指標について OECD 加盟国の primary data（自国内での調査デー

タ）入手状況について WHO 報告書をもとにレビューした。2 年目は、前述の領域に

ついて、引き続き国内既存の統計調査や行政報告の情報収集を行った。また、国際社

会に向けた情報発信のエビデンスとして、家族計画指標に利用可能な統計データの探

索、未受診妊婦と関連する社会経済環境要因の生態学的分析、NCD による死亡率の

経年変化と国際比較、物質使用障害（薬物依存症）における治療介入カバレッジの試

算、水・衛生分野の施策の推進や国際協力のあり方の提案、異なる文化圏で高齢化指

標 Active Ageing Index（AAI）を適用した事例のプロセス分析等を実施した。  

【結果・考察】研究班では、2019 年における国内 UHC サービスカバレッジインデッ

クス 14 追跡指標の算出を行った（マラリア予防指標は非蔓延国で対象外のため除

く）。8 指標（小児予防接種、結核治療、HIV 治療、心血管系疾患の予防、糖尿病の管

理、タバコの規制、病院へのアクセス、保健人材）については、primary data（自国内

での調査データ）による算出が可能であったが、心血管系疾患予防やたばこ規制に関

する指標では、公表値に合わせた年齢区分の再定義が必要であった。健康危機対応と

水・衛生指標についても自国データを反映した国際機関サイトでのデータ入手が可能

であった。一方、家族計画、妊娠と出産指標は、定義を準拠すると国連メタデータ推

計値を用いる必要があり、これらの指標は他の OECD 加盟国でも同様に primary data

データ入手率が低いことが明らかとなった。国内実状を反映して修正した定義で

primary data を用いた場合、家族計画指標は推計値より 10～15%高めとなり、妊娠と 
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出産指標では 3%前後低く算出されるため、今後は算出法の妥当性とコンセンサスに

ついて引き続き検討する必要がある。いずれの指標も、既存データ収集時の改善によ

るプライマリデータ収集の可能性が示唆された。小児の治療指標も同様に国内

primary data はなく、OECD 加盟国でもデータ入手率が最も低い（3/37 カ国）指標で

あった。小児の肺炎治療指標については、高所得国では国際機関の推計値を用いる必

要が示唆され、今後も WHO サイトや専門家グループ等による情報提供を注視する必

要がある。HIV 治療率については算出可能であったが、国連推計モデルを導入する際

に、国内モニタリングデータ（動向委員会）との情報整理が必要である。 

現在 Tier 分類 II である薬物乱用の予防・治療に関する指標について、国内主要デ

ータベース（全国住民調査、薬物乱用防止教室開催状況、精神科医療施設における実

態調査、精神保健福祉資料等）の活用により、地域住民における違法薬物の生涯経験

率、学校における薬物乱用防止教室の実施率、精神科医療施設における物質使用障害

者の主たる薬物の構成比率、薬物依存症の患者数および診療機関数薬物乱用防止教室

の実施率、等の候補指標を算出した。潜在的な薬物依存症者数を違法薬物のみに限定

した場合の治療介入カバレッジは 6.32%、違法薬物に医薬品乱用を加えた場合は

1.81%と推計された。これらのエビデンスについては今後の国際発信が期待できる。 

3.9.1 環境因子に関する指標は、現在日本では算出されていない。国内文献レビュー

において、室内寒暖差と死亡率、近年急増するアレルギー疾患と準揮発性有機化合物

（SVOC）やダンプネス（湿度環境の悪化、局所での湿気の上昇）、大気中の微小粒子

状物質と呼吸器・循環器系疾患との関連性が示唆される文献報告を確認した。PM2.5

を中心とした大気汚染物質は、国内でも疾病及び死亡への寄与が疫学的に示されてお

り、今後は SDGs の枠組みでのモニタリングが期待される。また、3.9.2「安全ではな

い水、安全ではない公衆衛生及び衛生知識による死亡」は Tier I であるが、過去 30

年間の国内水質事故事例の情報収集等をもとにした水系感染症死亡事例による推計値

は、国連指定のコーディングによる報告値よりも極めて低いため、WHO の WASH 定

義疾病コードが開発国向けの定義となっていることが示唆された。同時に、本領域は

国際協力の観点から貢献できる領域でもあり、保健医療施設や学校、生活の場におけ

る安全な水の供給の保健分野に与える重要性が再認識された。 

SDG3.4 における NCD の標準化死亡率は、経年で着実に改善傾向が認められてい

るが、性差や部位・カテゴリー別で異なるパターンがみられており、国際比較におい

ては留意する必要がある。高齢化に関する指標は現在 SDG3 に含まれていないが、今

後開発が期待されている領域である。国家レベルの Healthy Aging 指標としては

Active Aging Index（AAI）が国際的に最も実績があり、国内からも既存統計資料の活

用が期待できることが明らかとなった。算出には年齢区分の修正や、社会参加項目内

容に追加調査が必要となることが示された。また、AAI は UHC サービス・カバレッ

ジ指標のサービスアクセスに関する下位尺度スコアと有意な関連性を示した。これま

で報告された各国版の AAI 評価シートでは、国ごとの高齢者が置かれている環境や文

化を考慮して、自国の文化に AAI を適合させるためには項目修正や追加が必要である

ことが示唆された。また、政治活動の評価は異なる文化圏では困難であり、代替指標

も含めて検討する必要性がある。 
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A． 研究目的 

 地球規模の保健課題は、近年、世界保

健機関（WHO）のみならず、国連総会

や主要国際会合でもしばしば主要議題と

して扱われる等、国際社会においてその

重要性が高まっている。ミレニアム開発

目標の後継として 2015 年 9 月に採択さ

れた「持続可能な開発目標」（SDGs）で

は、開発国のみでなく先進国においても

保健分野のゴールが設定され、国際的な

取組が一層強化されている。健康寿命に

おいて世界でトップクラスにある日本の

【結論】保健領域における SDGs 達成のためには、SDG3 の指標等を通じて統一的な

指標で評価・モニタリングすることが重要である。UHC に関する指標の多くは算出

可能であったが、社会背景や保健医療システムに差異があるため、primary data の使

用に際しては、疾患定義の確認や修正、モニタリング指標としてのコンセンサス形成

が重要であることが示唆された。カバレッジに主眼を置いた国連の UHC 追跡指標に

は、低中所得国を対象に開発されているものもあり、現行の定義では一部国際機関の

推計値を採用するのもやむを得ない。特にリプロダクティブヘルス・小児の治療指標

については、国内状況を反映したデータとなるよう開発が必要である。本研究では、

既存の統計・行政データをもとに算出方法を明らかとし、関連データの推計およびエ

ビデンス構築を行った。今後も各国動向を視野に入れつつ、国内の現状を反映した指

標の算出について、既存の統計調査や行政報告等の利活用が進むことが期待される。

また、今般の新型コロナウイルス感染症蔓延により、2020 年以降のデータ収集や結果

に影響が出ているため、今後の関連データ提出には別途対応が必要と考えられる。

SDGs 指標モニタリングにおいては、このようなプロセスを経て、 “誰一人取り残さ

ない”保健向上に貢献することが期待される。 
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国際的な貢献への国内外の期待は高く、

政府による「健康・医療戦略」を始めと

する方針・戦略においても、国際機関等

との連携によるユニバーサル・ヘルス・

カバレッジ（UHC）や健康安全保障の

推進、健康・医療に関する国際展開を促

進すること等が謳われている。 

SDGs の達成のためには、SDG3 の指

標等を通じて各国の保健医療の状況を統

一的な指標で評価・モニタリングするこ

とが重要であるが、我が国においては適

切なデータが収集できていない指標も多

い。したがって本研究では、現在国内で

実施されている統計調査等の結果を基に

データの集計・算出、近似値の推計を行

う方法を開発し、各国と推計値の比較を

行い、国際社会に向けて発信することを

目的とする。具体的には、UHC の達

成、生涯を通じた健康の確保（母子保健

や高齢化）、感染症（HIV/エイズ、結

核、マラリア、顧みられない熱帯病等）

対策、非感染性疾患の予防と治療、外傷

予防、薬物乱用の予防と治療、人体に有

害な環境（化学物質、空気、水、土壌）

の改善等に関する指標に関して、我が国

のデータを研究成果としてまとめ、国際

的に発信する際に使用できる資料を作成

する。 

これにより、SDG3 国内モニタリング

がより明確になると同時に、その成果を

対外的に示すことが可能となり、国際機

関等との連携や、健康・医療分野での国

際展開を促進するうえで貢献することが

期待される。 

 

B．研究方法 

以下、研究分野ごとに研究方法を記載

する。 

 

（１）SDG３における UHC（Universal 

Health Coverage）指標および非感染性

疾患（Non Communicable Diseases）に

ついて 

R2 年度：国連の SDG3.8.1（必要不可欠

な保健サービスのカバー率）に定義され

ている 4 領域（リプロダクティブヘルス

関連、感染症、非感染性疾患、医療提供

体制）における 14 追跡指標について、

国内既存の厚生労働統計や行政報告、お

よび国連メタデータの活用について検討

した。また OECD 諸国におけるモニタ

リングデータ整備状況について WHO 報

告書をもとにレビューした。 

 

R3 年度：研究班２年目は、前年度の国

連の SDG3.8.1（必要不可欠な保健サー

ビスのカバー率）に定義されている 4 領

域（リプロダクティブヘルス関連、感染

症、非感染性疾患、医療提供体制）にお

ける 14 追跡指標について、指標の算出

基準を示す国連メタデータ 1)から、引き

続き国内既存の厚生労働統計や行政報告

の活用について確認した。国内データ算

出にあたっては、厚生労働省内の担当部

局と調整を行い、データおよび年齢、区

分について確認を行った。 

糖尿病の管理指標については、平均血

糖値について、国民栄養調査、国民健

康・栄養調査（一般統計調査）（身体状

況調査票）の目的外利用申請により試算

した。その際、母集団による誤差の程度

を測るため、ベイズ推計モデルを用いて

値の妥当性を確認した。 

 

非感染性疾患（Non Communicable 

Diseases）について 

NCD 死亡率の経年変化について国際

比較を行うため、public open data であ

る WHO Mortality Database raw data 

files （https://www.who.int/data/data-

collection-tools/who-mortality-database, 

as of June 2021）から、1950 年～2018
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年の悪性新生物（総数、胃がん、乳が

ん）、虚血性心疾患、急性心筋梗塞、脳

血管障害（総数、脳梗塞、脳内出血、ク

モ膜下出血、その他脳血管障害）による

死亡データを取得し、WHO 標準人口を

用いて経年の標準化死亡率を算出した。 

 

（２）母子保健・小児保健・リプロダク

ティブヘルスに関連した達成状況とモニ

タリング指標の課題 

R2 年度：SDGs において、母子保健・小

児保健・リプロダクティブヘルスのモニ

タリングは、低中所得国だけではなく、

日本も含む高所得国においても求められ

ている。本研究では、それらの指標につ

いて、国連 SDGs 指標のメタデータの定

義・方法により、日本の最新年の値を算

出し、それらの値の妥当性、また日本も

含む高所得国のモニタリング指標に適し

ているかを検討する。SDGs における母

子保健・小児保健・リプロダクティブヘ

ルスに関連した 9 つの指標について、

SDGs 指標のメタデータで示される定

義、算出方法を確認し、それに基づき日

本の各指標を算出した。 

 

R３年度：研究 2 年目は①の継続とし

て、家族計画、妊婦ケア、小児治療のカ

バレッジ指標に着目して、日本における

①家族計画に関する既存調査の活用の可

能性の検討、②行政データにおける各都

道府県の妊娠届時の妊娠週数により、妊

婦ケア（妊婦健診）受診遅延と未受診に

関連する要因の検討、③小児の肺炎ケア

のカバレッジに関する指標の算出につい

て詳細に検討した。①については、2000

年以降に実施された SDGs 3.7 (および

3.8.1 の追跡指標)に資する値を取得して

いる主な調査４つについて、公表結果や

論文、および調査実施者へコンタクトを

とり、情報収集した。②では、「妊娠中

の 4 回以上の妊婦ケアのカバレッジ」の

代替指標として「妊娠届時の妊娠週数」

を活用し「妊婦ケア（妊婦健診）未受

診」とし、都道府県別健診遅延率と未受

診率に関連する人口・経済・社会・医療

に関する要因の関連にエコロジカルスタ

ディを実施した。③については、国連

SDGs メタデータに記載される方法につ

いて、WHO Child Health Accountability 

Tracking (CHAT) Technical Advisory 

Group メンバーへの確認を行った。 

 

（３）HIV をはじめとする感染症の指標

に関する情報収集と分析 

R2 年度：SDG3 指標に含まれる感染症

対策の指標のうち、特に HIV 感染症対

策の指標に関して日本国内の調査研究、

統計調査データを精査、集計し、指標と

して求められている近似値の算出方法を

開発するとともに、実際に近似値を提示

する。 

SDG3 指標に含まれる HIV 感染症対

策に関連する指標のうち、HIV ケアカス

ケードの National data の創出を目的と

して実施された調査研究に関して、学術

論文、研究報告書で公表されている研究

成果を調査、収集した。1 つの指標に対

して公表されている数値が複数ある場合

には、その研究デザインおよび基盤情報

を比較検討し、SDG3 の指標として求め

られている集計値、近似値としての学術

的な妥当性を精査した。 

 

R3 年度：SDG3 指標に含まれる HIV 感

染症対策に関連する指標のうち、HIV ケ

アカスケードの National data の創出を

目的として実施された調査研究に関し

て、学術論文、研究報告書で公表されて

いる研究成果の調査を継続した。1 つの

指標に対して複数の報告があり、かつ結

果が異なる場合にはその研究デザインを
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比較した。令和 3 年度は特に比較した結

果について HIV 予防戦略について研究

を実施している研究者らと連携を計り、

結果の乖離の要因、近似値としての妥当

性について討議した。 

 

（４）全国データに基づく薬物乱用領域

の SDGs 指標の提案 

R2 年度：薬物乱用の予防・治療に該当

する SGDs3.5 指標に関しては、国連が

具体的な指標の定義や算出方法を公表し

ていない。また、日本では地域における

潜在的な薬物依存症者の患者数が推定さ

れておらず、治療介入のカバレージを直

接的に算出することができない状況にあ

る。そこで本研究では、国内で公表され

ている既存データベースをもとに地域住

民における違法薬物の使用状況、青少年

における予防教育の実施状況、精神科医

療施設における薬物依存治療の状況から

日本の SGDs3.5 指標案を検討する。本

研究では、データベースの選択基準を、

①研究目的に合致した情報が含まれてい

る、②調査が継続的に行われている、③

インターネットで情報が公開されてい

る、ことを条件とし、以下 4 つのデータ

ベースを取り上げた。 

1. 薬物使用に関する全国住民調査

（2007～2019 年） 

2. 薬物乱用防止教室開催状況（2015～

2018 年） 

3. 全国の精神科医療施設における薬物関

連精神疾患の実態調査（2012～2020

年） 

4. 精神保健福祉資料（2014～2017 年） 

 

R3 年度：SDGs3.5（物質使用障害）に

ついては、物質使用障害に対する治療介

入（薬理学的、心理社会的、リハビリ及

びアフターケア・サービス）のカバレッ

ジが指標 3.5.1 として設定されているも

のの、国際的な合意を得た定義又は算出

方法が国連から公表されていない。本研

究の目的は、日本における物質使用障害

（薬物依存症）における治療介入のカバ

レッジを試算することを目的とした。 

薬物使用に関する全国住民調査」のデ

ータベースをもとに、過去 1 年以内の違

法薬物使用者（および医薬品乱用者）を

「潜在的な薬物依存症の患者数」として

設定した。NDB（レセプト情報・特定健

診等情報データベース）をもとに、治療

を受けた薬物依存症の患者数を設定し

た。 

 

（５）国内の環境負荷因子が引き起こす

健康への影響 

R2 年度：国内の環境負荷因子について

は、日本における適切なデータは収集で

きておらず、その算出方法も明確とされ

ていない。そこで本研究では，国内外で

報告される主な環境負荷因子のうち，国

内の疫学研究による疾病及び死亡率につ

いて文献レビューを行い、指標を提示す

るための基礎データを得る。文献は一般

環境から労働環境までを対象に、WHO

の報告書および国内外の調査研究から、

環境リスクが指摘される化合物及び物理

的因子を対象とした。データベースは

PubMed を使用し、最近 10 年間で発行

されたコホート研究、前向き研究、症例

対照研究に該当する文献を選定した。さ

らに補足として国内の学会誌、調査報告

書、学会要旨等に関する情報を収集し調

査した。 

 

R3 年度：SDG3 では、保健医療分野に

関する評価・モニタリング指標の提示が

求められているが、環境分野 3.9.1「家

庭内及び外部の大気汚染による死亡率」

についてはデータ提出がなされていな

い。そこで本研究では，本指標に関連す
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る WHO ガイドライン等を参照し、国内

外で報告される主な環境負荷因子のう

ち，国内の疫学研究による疾病及び死亡

率について、健康指標を提示するための

データ源および関連データを明らかにす

ることを目的とした。 

R2 年度の文献調査及び WHO が策定

した新ガイドラインに関する近年の国際

情勢より、国内のグロ－バル指標 3.9.1

「家庭内及び外部の大気汚染による死亡

率」に関連するデータとして、PM2.5 を

初めとする主要大気汚染物質（NO2、

SO2、黄砂 etc.）が引き起こす健康影響

や死亡に関する国内の疫学データを探索

し、関連省庁のデータベースや査読付き

研究論文を基に情報をまとめた。 

 

（６）SDG３における水・衛生に関連し

た健康指標について 

R2 年度：水と衛生は、健康的な生活を

営む上での最も基礎となる社会基盤の一

つである。世界中では汚染された飲料水

を使用する人は約 18 億人、トイレや公

衆便所など、基本的な衛生施設を利用で

きない人は 24 億人以上、不衛生な水が

原因による疾患で死亡する子どもは年間

180 万人といわれている。また、保健医

療施設での水・衛生や廃棄物処理、清掃

の状況も重要であるが、世界全体では、

6 分の 1 の保健医療施設で石けんでの手

洗いが全く行われていない。SDGs のタ

ーゲットの中では SDG6 が水と衛生であ

るが、健康に関するターゲット SDG3 に

おいても、3.9.2 で「安全ではない水、

安全ではない公衆衛生及び衛生知識不足

（安全ではない WASH（基本的な水と衛

生）にさらされていること）による死亡

率」が設定されている。本研究では、主

として中・低所得国を対象とした WHO

の WASH 定義疾病の国外での状況を把

握するとともに、日本の水・衛生関連施

策による保健上のインパクトを検証す

る。日本の 1900 年初頭以降、水道の普

及と衛生の種々の対策が、衛生の確保に

どのように役立ってきたか、定性的及び

半定量的に推定を行った。さらに 3.9.2

について、国内の人口動態統計，傷病統

計，健康被害報告事例を用いた情報をレ

ビューした。 

 

R3 年度： SDG3 では、「ゴール３：あ

らゆる年齢のすべての人々の健康的な生

活を確保し、福祉を促進する」が目標と

されている。中でもターゲット 3.9 と

して、水質等の汚染による死亡及び病気

の件数を大幅に減少させることが定めら

れており、指標 3.9.2 では「安全ではな

い水、安全ではない公衆衛生及び衛生知

識不足による死亡率」が指標となってい

る。日本は、かつては水と衛生の状態が

悪く、関連した疾病が多かったが、現在

では安全で効率的な水道サービスや高い

水準の公衆衛生を達成し、現在では水・

衛生分野では金額ベースで世界トップク

ラスの規模の国際協力を行っている。開

発途上国では 2020 年時点で 20 億人が

安全な水にアクセスすることができず、

４億 9,400 万人が野外排泄を行っている

など、水・衛生サービスへのアクセスと

質の両面において、まだ課題が多い。 

日本の公衆衛生の改善の経緯を水と衛

生の視点からエビデンスを概観するとと

もに、そのノウハウを活用して、水・衛

生分野の施策の推進や国際協力のあり方

を提案することを目的とする。 

日本の公衆衛生の改善の経緯を水と衛

生の視点からエビデンスを概観し、海外

の状況と共に知見を解析する。水・衛生

分野の協力は、保健、栄養、教育など

様々な分野の開発に貢献するため、波及

効果の高い貢献ができると考えられる

が、安全な水と衛生へのユニバーサルア
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クセスを達成するためには、現在の投資

水準では資金が大幅に不足すると言われ

ている。安全な水と衛生の確保に関する

支援のあり方を考察する。 

 

（７）SDGs フレームワークを踏まえた

エイジング評価指標に関する検討 

R2 年度：現行の SDGs の目標では、高

齢者対策は設定されていないが、SDGs

では「誰一人取り残さない社会」の実現

を目指しており、エイジングは潜在的に

重要なコンポーネントである。エイジン

グは先進国だけの問題ではなく、多くの

中所得国でも顕在化しつつあるグローバ

ルな課題である。本研究では SDGs にお

ける高齢化対策の変遷をレビューすると

ともに、SDGs フレームワークを踏まえ

たエイジング評価指標を検討する。 

国連等から発刊されている二次資料・

データに加えて、PubMed による文献検

索を行い、エイジングの概念の推移を把

握するとともに、国レベルのエイジング

の状況を評価できるエイジング評価指標

を抽出した。さらに、抽出した指標を日

本に応用した場合に算出可能かどうかに

ついても検証を行い、課題を整理した。 

 

R3 年度：前年度で得られた研究知見

で、国別の高齢化指標として有用性が高

いと考えられた Active Ageing Index

（AAI）について、異なる文化圏で適用

した研究事例を踏まえて、AAI 日本版を

開発する際の留意点について分析した。 

2018 年以降に、異なる文化圏で AAI

を適用した論文等を収集した。論文の収

集には PubMed と Scopus を用いた。そ

のうち、詳細に開発手順が記載されてい

る事例を抽出し、そのプロセスの分析を

行った。 

 

＜倫理的配慮＞ 

本研究のデータ収集は既に一般公開済の

データ利用であるため該当しない。糖尿

病の管理（血糖値）データ確認のため、

一般統計調査「国民栄養調査、国民健

康・栄養調査（H20-H30）」の目的外利

用申請を行い、国立保健医療科学院研究

倫理審査専門委員会からの承認を得た

（承認番号：NIPH-IBRA#12316）。 

 

C．研究結果 

（１）SDG３における UHC（Universal 

Health Coverage）指標について 

R2 年度：UHC の評価は、0－100 でス

ケール化されたインデックス（UHC サ

ービスカバレッジインデックス）で示さ

れ、14 追跡指標の幾何平均から算出され

る。14 追跡指標のうち、マラリア予防指

標（非蔓延国は対象外）や WHO 等の国

際機関が情報提供を行う健康危機対応、

水・衛生指標を除く 11 指標のうち、8

指標については、primary data（自国内

での調査データ）での対応が可能であっ

た。心血管系疾患予防やたばこ規制に関

する指標では、公表値の年齢区分等の再

定義が必要であった。健康危機対応と

水・衛生指標についても自国データを反

映した国際機関サイトでのデータ入手が

可能であった。 

UHC サービスカバレッジインデック

スについては、OECD 加盟 37 か国中、

14 指標データ入手率が high(75%以上)

であった国はｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ｺﾛﾝﾋﾞｱ、ﾒｷｼｺ、ﾄ

ﾙｺ、米国の 5 か国のみであり、日本を含

む 30 か国は medium(50%から 75％未

満)であった。データ入手率が low(50%

未満)であった国は、ｶﾅﾀﾞ、ｷﾞﾘｼｬの 2 か

国であった。 

指標別では、各国で primary data がな

く国連推計値を利用した割合が高率だっ

たのは、小児の治療(34/37)、妊娠と出

産（25/37）、HIV 治療(19/37)、糖尿病
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の管理(18/37)、家族計画(13/37)であっ

た。 

 

R3 年度： 

 初年度の報告に準じ、UHC14 追跡指

標から、マラリア予防指標（非蔓延国は

対象外）や WHO 等国際機関が情報提供

を行う健康危機対応、水・衛生指標を除

く 11 指標のうち、8 指標について検討

した。この中で HIV 治療率は、国連推

計モデルを導入する際に、国内モニタリ

ングデータとの情報整理が必要であるこ

と、家族計画、妊娠と出産指標について

は、既存データ収集時の改善による収集

の可能性が示唆された（分担報告書にて

後述）。小児の肺炎治療指標は、高所得

国では国際機関の推計値を用いる必要が

あり、今後も WHO 専門家による情報提

供を注視する必要がある。 

 

NCD（Non communicable Diseases）指

標について 

SDG3.4 の NCD 関連指標は、経年で

着実に改善傾向が認められており、

WHO 標準人口補正では、日本の虚血性

心疾患・急性心筋梗塞死亡率は低値であ

り、脳血管障害においても 1960 年代後

半以降は著名な減少がみられている。一

方、性差や部位・カテゴリー別で異なる

パターン（胃がん・乳癌・脳血管障害の

クモ膜下出血等）がみられており、国際

比較においては留意する必要がある。本

年度公表データは 2019 年度までの収集

データとなるが、新型コロナウイルス感

染症による影響は、2020 年以降のデー

タ収集や結果に大きく影響を与えている

ことから、今後の対応についてはさらに

検討が必要である。 

 

（２）母子保健・小児保健・リプロダク

ティブヘルスに関連した達成状況とモニ

タリング指標の課題 

R2 年度：母子保健指標（①妊産婦死亡

率、②専門技能者の立ち会いの下での出

産の割合、③5 歳未満児死亡率、④新生

児死亡率）、リプロダクティブヘルス指

標（⑤家族計画のニーズが満たされてい

る女性の割合、⑥青年期の出生率、⑦4

回以上妊婦ケアを受けた人の割合）、小

児保健指標（⑧ジフテリア・破傷風・百

日咳混合ワクチンの 3 回接種を受けた乳

児の割合、⑨肺炎が疑われる 5 歳未満の

子どもの適切な保健施設や医療機関の受

診割合）の 9 指標のうち、家族計画、妊

婦ケア、小児の治療を除く６つの指標

は、日本のプライマリデータによる算出

が可能であったが、3 つの指標について

は該当するデータなく、国連による方法

で推定値の算出となった。 

 

R3 年度：①本研究対象の４つの調査の

結果から、家族計画のニーズがある条件

に差はあるが、「家族計画のニーズが満

たされている割合」は、Biodemography 

Project 調査では 43.9%、男女の生活と

意識に関する調査では 40.9％～67.2％と

なり、国連推計値を挟む高い値と低い値

が算出された。②妊婦ケア（妊婦健診）

受診遅延率は、5.44/妊婦 1000 対、未受

診率は 1.42/妊婦 1000 対であった。受診

遅延率に関して、多変量ロジスティック

回帰分析の結果、受診遅延率が高いこと

と離婚率が平均より大きいことに関連が

あった。また、未受診率と関連について

は、多変量ロジスティック分析の結果で

統計的有意がみられる要因はなかった

が、単変量ロジスティック回帰分析の結

果では、高校への進学率に負の関連がみ

られた。③国連 SDGs メタデータでデー

タ参照先となっている WHO の URL は
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研究期間終了時までアクセス不可であっ

た。高所得国における指標算出詳細につ

いては討議中であり、今回は WHO が推

計に用いている日本データの ICD コー

ディングについて情報を得た。 

日本における国連 SDGs の母子保健に

関連した指標のモニタリングへの貢献を

目指し、国連 SDGs 指標のメタデータに

提示される方法に則り、それぞれの指標

の算出を試みた。また妊婦ケアに関して

は、その値に関連する要因の分析をし

た。母子保健分野における指標について

は、日本（高所得国）においても、値の

取得や算出に課題が残り、国内における

今後の指標モニタリングのしくみの整備

が求められる。 

 

（３）HIV をはじめとする感染症の指標

に関する情報収集と分析 

R2 年度：日本国内で実施された HIV 感

染症に関する研究のうち、WHO/UN-

AIDS が提唱する HIV ケアカスケードの

達成目標 4 項目（未診断を含む推定 HIV

感染者数、診断率、治療率、治療成功

率）のうち、推定感染者数に関してはい

ずれも 2015 年以降を endpoint とするも

のの、推定手法が異なる 3 報

（Prevalence について 1 報、Incidence 

について 2 報）が報告されていた。治療

率、治療継続率等については学術論文が

1 報検出された 

R3 年度：日本国内で実施された HIV 感

染症に関する研究のうち、WHO/UN-

AIDS が提唱する HIV ケアカスケードの

達成目標 4 項目（未診断を含む推定 HIV

感染者数、診断率、治療率、治療成功

率）のうち、国際的にすでに推奨・承認

されている方法論で HIV 感染者数に関

連する報告が 2 報、治療率、治療継続率

等の更新値については 1 報が検出され

た。HIV 感染対策の指標 SDG3.3.1「非

感染者 1,000 人当たりの新規 HIV 感染者

数」については 0.01 人以下、SDG3.8.1 

UHC 指標の 14 指標のうちの「HIV/ 

AIDS 感染者のうち抗 HIV 治療

（ART）を受けている人の割合」は

90％以上が近似値として妥当であること

が示唆される。 

 

（４）全国データに基づく薬物乱用領域

の SDGs 指標の提案 

R2 年度：各データベースより、以下の

結果が得られた。 

1. 薬物使用に関する全国住民調査 

2019 年における一般住民における生

涯経験率は、大麻（1.81%）、覚醒剤

（0.39%）、有機溶剤（1.09%）、MDMA

（0.30%）、コカイン（0.34%）、ヘロイ

ン（0.13%）、危険ドラッグ（0.31%）、

LSD（0.30%）であった。大麻の生涯経

験率は、2007 年から 2019 年にかけて有

意に増加した。一方、有機溶剤の生涯経

験率は、2007 年から 2019 年にかけて有

意に減少した。その他の薬物は信頼区間

に重なりがあり、横這いで推移してい

た。 

2. 薬物乱用防止教室開催状況 

2018 年における開催率は、小学校

（78.6%）、中学校（90.6%）、義務教育

学校（91.0%）、高等学校（85.8%）、中

等教育学校（76.5%）であった。全学校

種の開催率は 2015 年から 2018 年にかけ

て横這いで推移していた。 

3. 全国の精神科医療施設における薬物

関連精神疾患の実態調査 

2020 年における主たる薬物の比率は、

覚醒剤（36.0%）、睡眠薬・抗不安薬

（29.5%）、一般用医薬品（15.7%）、多

剤（7.3%）、大麻（5.3%）、有機溶剤

（2.7%）、非オピオイド鎮痛薬

（0.7%）、オピオイド鎮痛薬（0.5%）、

危険ドラッグ（0.3%）と続いた。2012
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年から 2020 年にかけて最も比率が高い

のは覚醒剤症例であった。睡眠薬・抗不

安薬、および一般用医薬品の症例は、

2012 年から 2020 年にかけて増加してい

た。危険ドラッグは 2016 年以降、急速

に減少していた。 

4. 精神保健福祉資料 

薬物依存症の精神病床での入院患者数

は、2014 年（1689 名）、2015 年（1437

名）、2016 年（1431 名）、2017 年

（2416 名）であった。薬物依存症外来

患者数(1 回以上)は、2014 年（6636

名）、2015 年（6321 名）、2016 年

（6458 名）、2017 年（10746 名）であっ

た。薬物依存症を入院診療している精神

病床を持つ病院数は、2014 年（494 施

設）、2015 年（503 施設）、2016 年（487

施設）、2017 年（709-711 施設）であっ

た。薬物依存症を外来診療している医療

機関数は、2014 年（1719 施設）、2015

年（1721 施設）、2016 年（1745 施設）、

2017 年（2486 施設）であった。 

 

R2 年度：2021 年における過去 1 年以内

の違法薬物の使用者数は 325,909 名

（95%C.I. 156,893 名-494,925 名）、違法

薬物の使用者および医薬品の乱用者数

は、1,139,676 名（95%C.I. 799,109 名-

1,480,244 名）と推計された。2013 年～

2019 年における治療を受けた薬物依存

症の患者数は、年間平均 20,598 名であ

った。潜在的な薬物依存症者数を違法薬

物のみに限定した場合のカバレッジは

6.32%、違法薬物に医薬品乱用を加えた

場合のカバレッジは 1.81%と算出され

た。 

【結論】既存データベースをもとに、日

本における薬物依存症の治療介入カバレ

ッジは 2~6%と試算された。先行研究と

比較して、日本の治療介入カバレッジは

高所得国の水準を下回っている可能性が

ある。日本の薬物依存症に対する治療介

入については質的・量的にもさらなる充

実が求められる。 

 

（５）国内の環境負荷因子が引き起こす

健康への影響 

R2 年度：国内の主な環境化学要因と考

えられる 10 項目（微小粒子状物質、カ

ドミウム、ヒ素、水銀、有機溶剤、オゾ

ン、揮発性有機化合物、準揮発性有機化

合物）について、3.9.1 に該当する健康

影響指標（TierⅠ）との関連性を調べた

ところ、項目ごとにデータに偏りが見ら

れたものの、室内では、近年急増するア

レルギー疾患に対する SVOC やダンプ

ネスの強い関与が示された。また、死亡

との関与が指摘される室内寒暖差や、大

気中の微小粒子状物質と呼吸器系及び循

環器系疾患との明確な関連性が示され

た。 

 

R3 年度：大気汚染曝露は、特に小児の

場合、肺の成長や機能の低下、呼吸器感

染症、喘息を悪化させる可能性、成人の

場合は、虚血性心疾患や脳卒中などの循

環器系疾患による早期の死亡を引き起こ

すことが指摘されており、これらは、

PM2.5 に関する環境省のデータベースと

厚生労働省が所管する人口動態統計デー

タを用いた統計解析の結果からも明らか

である。また、近年は、アレルギー疾患

や妊産婦の早産の誘発など、大気汚染が

多岐に渡る健康影響を引き起こすことが

疫学的にも示されていることから、引き

続き汚染レベルの低減に向けた対応策と

基準値の見直しが必要と考えられる。 

【結論】PM2.5 を中心とした大気汚染物

質は、国内でも疾病及び死亡への寄与が

疫学的に示されていることから、グロ－

バル指標 3.9.1 の提示に向けた有用なデ

ータであると考えられる。 
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（６）SDG３における水・衛生に関連し

た健康指標について 

R2 年度：ターゲット 3.9.2「安全ではな

い水、安全ではない公衆衛生及び衛生知

識による死亡」については、すでに Tier 

I「概念として明確であり，確立した手

法，国際的な基準もあり，データも各国

により定期的に収集されている」と位置

づけられ、主として中・低所得国を対象

とした WHO の WASH 定義疾病で用い

られている「下痢（ICD-10 コード

A00、A01、A03、A04、A06-A09）、腸

管線虫感染症（ICD-10 コード B76-B77

及び B79）並びに蛋白エネルギー栄養障

害（ICD-10 コード E40-E46）」が用いら

れ、人口 10 万対年間 3.1-3.6 と登録され

ていた。世界的には、この定義は Tier1

とされているが，日本国内の状況を踏ま

え ICD-10 項目を精査すると、検討すべ

き項目があると考えられた。日本の

1900 年初頭以降においては年間 10 万人

以上発生していた腸チフス、パラチフ

ス、赤痢、コレラなどの水系感染症は明

らかに減少しており、衛生的な水の普及

の影響も大きい。特に 1921 年に東京市

で塩素消毒した水が配水されるようにな

り、乳児死亡率が顕著に減少している。

現在の水と衛生に直接的に起因する死亡

は、飲料水の観点では約 30 年間で 2 人

のみであり、非常に限られることが分か

った。現在の日本では、ノロウイルス、

カンピロバクターの影響は食中毒で顕著

であり、年間約 1.5 万人の感染者が発生

しているが、いわゆる水系感染症の発生

は極めて少ない。 

 

R2 年度：新型コロナウイルスの流行に

よって、水と石鹸による手洗いの重要性

が認識されたが、自宅で水と石鹸を利用

できない人々は世界人口の 29% 、約 

23 億人に上り、給水施設や手洗い設備

がない保健医療施設や学校も多い。安全

な水の供給は手洗いの励行にとっても重

要であるが、ロックダウンや経済活動の

低下等の影響を受けて水道料金収入が激

減し、水道サービスの継続が危ぶまれる

水道事業体もあった。10 億人以上が居

住していると言われる都市のスラムや周

縁部など、水・衛生サービスの普及から

取り残されている人々の存在も改めて注

目される。強靭な水・衛生サービス、脆

弱層を含むすべての人々のアクセス確

保、水と石鹸等による手洗いの主流化に

より、強靭な水供給・衛生システムを目

指したより良い復興が求められる。 

 

（７）SDGs フレームワークを踏まえた

エイジング評価指標に関する検討 

R2 年度：SDGs の大目標である「誰一人

取り残さない社会の実現」を達成するう

えでも、高齢者への対策を行うことは必

要である。WHO は既に SDGs の取り組

みにおいて Healthy Aging への対応が必

須であることを指摘している。国家レベ

ルの Healthy Aging 指標として最も実

績を有するのは Active Aging Index

（AAI）であった。この AAI をわが国で

適応する場合、既存の統計資料を活用す

ることにより、AAI 算出に必要なデータ

はある程度収集可能だが、年齢区分を 55

歳以上にしている項目や、Political 

Participation など近似するデータが存在

しない指標もあり、AAI 算出にあたって

は追加調査等が必要となると考えられ

た。また、AAI は SDG3 の指標のひとつ

である UHC サービス・カバレッジ指標

(SCI)のサービスアクセスに関する下位

尺度スコアと有意な関連性を示した。 

 

R2 年度：アジア諸国や中南米など異な

る文化圏で、AAI を適用していた事例は
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8 か国において認められた。そのいずれ

もが自国の言語や高齢者を取り巻く文化

背景を考慮して、一部の項目を改変する

などの調整を行っていた。特に、2020

年に発表されたベトナム版 AAI について

はベトナム版の指標開発に関する論文と

その適応に関する論文が 2 報公表されて

いた。ベトナム語への翻訳については、

バックトランスレーション後に再現性と

３つの妥当性（内的、構成概念、併存

的）を検証していた。ベトナムの高齢者

の現状を踏まえて、身体活動や医科・歯

科サービスへのアクセス、教育へのアク

セスの評価基準を修正するとともに、社

会参加の項目として「家事」を加えるな

どの修正を行っていた。また、政治活動

に関する評価項目のクロンバックα係数

は 0.16 と低値であった。 

これまで報告された各国版の AAI 評価

シートでは、国ごとの高齢者が置かれて

いる環境や文化を考慮して、自国の文化

に AAI を適合させるためには項目修正や

追加が必要であることが示唆された。ま

た、政治活動の評価は異なる文化圏では

困難であり、代替指標も含めて検討する

必要性がある。 

 

D.考察 

R2 年度：保健領域における SDGs 達成

のためには、SDG3 の指標等を通じて各

国の保健医療の状況を統一的な指標で評

価・モニタリングすることが重要である

が、指標によって高所得国における自国

内の primary data データ入手率が高くな

いことが明らかとなった。 

UN メタデータを利用した家族計画、

妊婦ケア、小児の治療の指標推定値は、

主として開発国をターゲットに開発され

た指標であるため、OECD 加盟国におけ

る primary data 入手率は低い。“家族計

画のニーズが満たされている”ことの定

義についても、国内では海外と比較して

異なる社会状況にあることを踏まえ、今

後は専門家を含めた関係者による指標の

定義確認とコンセンサス形成が必要と考

える。 

HIV 感染症の治療に対する集計値は、

厚生労働省科学研究費補助金等の研究成

果が直接応用可能であるが、感染症対策

項目に含まれる HIV 発生動向指標の近

似値の算出に関しては、更に検討が必要

であることが示唆された。 

現在 Tier 分類 II である薬物乱用に関

する指標では、国内の経年的な研究プロ

ジェクトや政府統計を情報源とするデー

タの蓄積性や継続性を踏まえ、４つのデ

ータベースでの利用可能性が明らかとな

った。指標として具体的には 1)地域住民

における違法薬物の生涯経験率、2)学校

における薬物乱用防止教室の実施率、3) 

精神科医療施設における物質使用障害者

の主たる薬物の構成比率、4）薬物依存

症の患者数および診療機関数、等が挙げ

られたことは意義深い。世界各国でも異

なる取組みがなさられており、豪州では

ホームページで独自の開発指標を公開し

ている。本分野での国際的な情報発信が

期待できる領域である。 

国内の大気及び室内環境中において、

健康影響との関連が指摘される環境負荷

因子が明確にされた。特に一般の室内環

境下では、アレルギー疾患に関連した

TierⅠ以外の疾患との関連性も疫学調査

から報告されていたため、SDGs3.9.1 に

おける新たな健康影響指標として、検討

の必要性が示された。また、衛生的な水

への容易なアクセスは、国民の健康の向

上に大きな役割を果たしていると考えら

れる。過去 30 年間の国内水質事故事例

の情報収集等をもとにした水系感染症死

亡事例による推計値は、国連指定のコー

ディングによる報告値よりも極めて低い
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ため、WHO の WASH 定義疾病コード

が開発国向けの定義となっていることが

示唆された。 

高齢化に関する指標は現在 SDG3 に含

まれていないが、今後開発が期待されて

いる領域である。国家レベルの Healthy 

Aging 指標としては Active Aging Index

（AAI）が国際的に最も実績があり、国

内からも既存統計資料の活用が期待でき

ることが明らかとなった。算出には年齢

区分の修正や、社会参加項目内容に追加

調査が必要となることが示された。ま

た、AAI は UHC サービス・カバレッジ

指標のサービスアクセスに関する下位尺

度スコアと有意な関連性を示した。 

 

R3 年度：保健領域における SDGs 達成

のためには、SDG3 の指標等を通じて各

国の保健医療の状況を統一的な指標で評

価・モニタリングすることが重要であ

る。一方、指標によって高所得国におけ

る自国内の primary data データ入手率が

高くないことを初年度に報告した。本年

度は UHC 追跡指標[マラリア予防指標

（非蔓延国は対象外）や WHO 等国際機

関が情報提供を行う健康危機対応、水・

衛生指標を除く]について引き続き検討

した。 

これらの追跡指標はサービスの普及率

を示すものであり、普遍的な医療の普及

に必要な保健サービスや介入の、完全な

あるいは網羅的なリストではない。14 の

追跡指標が選ばれたのは、利用可能なデ

ータが各国で広く報告されている（また

は間もなく広く利用可能になると予想さ

れている）、十分に確立された指標であ

ることが理由となっている。しかしなが

ら、世界各国の保健システムは社会経済

要因に大きく左右されるため、同一指標

で比較する際には困難も生じている。特

に、家族計画、妊娠と出産、小児の肺炎

治療指標については、高所得国での集計

が困難となっており、別途国際機関の推

計値を利用する必要が示唆される。 

また、国内で primary data は存在する

ものの、年齢区分が異なるもの（UHC

追跡指標の NCD 関連指標）について

は、国内モニタリング区分を用いつつ、

適宜国連メタデータの基準とも照らし合

わせる必要があろう。 

 

NCD 指標について（SDG3.8.1&3.4） 

SDG3.4 では、2030 年までに予防と治

療を通じて非伝染性疾患による早期死亡

を 3 分の 1 減らし、心の健康と幸福を促

進することを定めており、このモニタリ

ング指標は、循環器疾患、がん、糖尿

病、慢性呼吸器疾患に起因する死亡率

（3.4.1）、自殺死亡率（3.4.2）となって

いる。NCD 関連指標は、SDG3.8.1. 

UHC 追跡指標にも含まれており、血圧

（上昇のない者の割合）、空腹時血糖

値、喫煙の 3 つが入っている。 

これら NCD 関連指標は、多くの国々

で国内の健康政策と密接な関りを持って

いる。特に、日本における NCD 対策

は、1952 年の栄養改善法の施行までさ

かのぼることができる。当時は、戦後国

民の栄養改善と疾病予防（結核対策含

め）に主眼が置かれていたが、1960 年

代初頭から 40 歳以降に脳卒中、がん、

心臓病の死亡率が上昇したこと受け、が

ん、心疾患、脳卒中、糖尿病を正式に

「生活習慣病」と呼び、2000 年に開始

された国民健康づくり運動「健康日本

21」で改善目標が設定された 20,21)。本

研究の分析結果からも 1960 年代後半か

ら脳血管障害による死亡の著しい減少を

認めた。2013 年からは第 2 期「健康日

本 21」として、生活習慣病の予防や社会

生活機能の維持・向上など 5 分野 53 項

目の目標が設定され、健康寿命の延伸や
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健康格差の是正を最終目標とされてい

る。SDGs には、これら国内モニタリン

グ体制を十分に生かしつつ、継続した取

り組みが望まれる。 

SDG3.4 の NCD 関連指標は、経年で

着実に改善傾向が認められていた。

WHO 標準人口補正では、日本の虚血性

心疾患・急性心筋梗塞死亡率は低値であ

り、脳血管障害においても 1960 年代後

半以降は著名な減少がみられている。一

方、性差や部位・カテゴリー別で異なる

パターン（胃がん・乳癌・脳血管障害の

クモ膜下出血等）がみられ、国際比較に

おいては留意する必要がある。特に乳が

んでは日本が欧米諸国に遅れて増加し、

現在も明らかな減少傾向は認められてお

らず、欧米諸国と対照的である。 

 

母子保健分野における指標について

は、日本（高所得国）においても、値の

取得や算出に課題が残り、国内における

今後の指標モニタリングのしくみの整備

が求められる。 

家族計画に関する既存の調査では、質

問項目が異なり、国連 SDGs で求められ

る「家族計画のニーズが満たされている

割合」の値を算出するための質問すべて

カバーする調査はなかった。しかし、非

常に意味の近い値として、「Biomedical 

Project 調査」や「男女の生活と意識に

関する調査」での参考値が確認できた。

日本の社会を考えた際に、家族計画のニ

ーズの充足について、さらに議論も必要

と考えられる。 

妊婦ケア（妊婦健診）受診遅延と未受

診に関連する要因について、日本では現

在、妊婦ケア（妊婦健診）の受診開始時

期、出産前の妊婦ケアの受診やその回

数、出産状況などに関連した妊婦の個別

要因を包括的に分析や評価する仕組みは

ない。今後、「どの妊婦も取り残されな

い状態」を実現するためには、行政によ

る管理目的のデータ収集でなく、妊婦

個々人が必要なケアを受けられているか

が明らかとなるようなデータ整備が必要

である。さらには、妊娠・出産を取り巻

く状況、ケアへのアクセスを決定づける

要因についての分析も必要である。 

小児の肺炎ケアのカバレッジに関する

指標の算出においては、国連が推奨する

算出方法にも、課題が多くあることが明

らかとなった。国連および WHO から推

奨される算出方法の更新を期待するとと

もに、高所得国に適した代替指標を検討

する必要がある。 

 

HIV 感染症関連 

HIV 感染症は慢性感染症であり、感染

後約 5 年から 10 年の無症候期があるた

め、新規 HIV 感染者数（Incidence）の

推定には必ず未診断者数を推定し、考慮

する必要がある。また、直近数年間の単

年推定の精度は信頼性が低い。さらに日

本においては人口あたりの HIV 感染者

数（Prevalence rate）が低いこと等を考

慮すると、新規感染者総数（Incidence）

の区間推定値を示すことも一案であると

考えられる。今後 2019 年以降日本国内

で発生した新型コロナ肺炎の影響等も考

慮しつつ、感染者推計を精査していくこ

とが重要であろう。 

 

物質使用障害の治療介入カバレッジ 

現在 Tier 分類 II である薬物乱用に関

する指標では、昨年度の報告において、

国内の経年的な研究プロジェクトや政府

統計を情報源とするデータの蓄積性や継

続性を踏まえ、４つのデータベースでの

利用可能性を明らかにした。本年度はこ

れらを踏まえて、物質使用障害の治療介

入カバレッジを推定した。 
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潜在的な薬物依存症の患者数について

は公的なデータがないため、本研究では

15 歳から 64 歳までの一般住民を対象と

する全国調査（薬物使用に関する全国住

民調査）のデータベースから、過去 1 年

以内の薬物乱用経験を抽出して、潜在的

な薬物依存症の患者数を設定した。治療

を受けた薬物依存症の患者数には、NDB

のデータベースより、2013 年～2019 年

に治療を受けた薬物依存症の総患者数

は、年間平均で約 2 万人であり、本研究

ではこれを治療介入カバレッジの分子と

した。その結果、わが国の薬物依存症に

おける治療介入カバレッジは、2~6％と

試算された。限界として、分子と分母の

データ収集年次にタイムラグが認められ

ることから、今後は時期が揃ったデータ

でカバレッジを算出していくことが必要

である。 

また、“最低限の適切な治療”の定義が

各調査で異なるなど、治療介入カバレッ

ジの算出方法や定義が異なるため単純比

較するには限界があるものの、本研究で

得られた治療介入カバレッジは、先行研

究に近似していた。とはいえ、高所得国

における平均値は 10.3％であり、日本の

治療介入カバレッジはこの水準を下回っ

ている可能性がある。この結果は、わが

国の薬物依存症に対する治療介入につい

ては質的・量的にもさらなる充実が求め

られることを意味している。 

 

家庭内及び外部の大気汚染による死亡率 

2021 年 10 月、WHO は気候変動と並

ぶ大気汚染の健康リスクを低減すること

を目的とした新たなガイドラインを発行

した。大気汚染物質の中でも粒子状物質

は、大気汚染の主要な汚染因子として、

特に PM2.5 を中心に途上国のみでなく

先進国や越境汚染も含めた世界的な環境

問題としてこれまでにも多くの疫学研究

が行われてきている。このうち国内の調

査では、全国 100 都市の PM 濃度と各都

市での偶発的でない死亡率の増加

（1.3%）（95％信頼区間（CI）、0.9₋

1.6%）と PM2.5 の平均濃度 10µg/m3 の

増加が関連することが統計的に示されて

おり、特に、これらの死亡要因として、

呼吸器系疾患や循環器系疾患の関与が指

摘されている。国立研究開発法人国立環

境研究所の PM 濃度のデータベースにつ

いては、環境省及び全国の地方自治体に

設置された測定局にて毎月継続した観測

値が集約され公開されており、直近１年

間の１時間値（速報値）についても、環

境省大気汚染物質広域監視システムによ

り公開されている。さらに、大気汚染物

質として、近年、国内に飛来した黄砂や

PM に含まれる多環芳香族炭化水素類

（PAHs）、重金属などとの関連性が指摘

されている。大気汚染は、国内の疫学調

査からも死亡因子との関連が指摘される

呼吸器系疾患や循環器系疾患との密接な

関与が指摘され、グロ－バル指標 3.9.1

の提示のための有用なデータとなるもの

と考えられる。また、近年新たに関連が

指摘される糖尿病や妊産婦への影響につ

いても、今後、国内でのさらなるデータ

の蓄積と検証の必要性が考えられる。 

 水・衛生領域では、近年感染症対策、

公衆衛生確保のための水・衛生へのアク

セスの重要性が再認識されており、新型

コロナウイルス感染症からの復興と

SDGs 達成を両立していく「より良い復

興」（Build back better）が鍵となってい

る。特に水道事業体の健全経営、スラム

等の脆弱な地域の政策との連携が SDG

達成につながることが期待される。比較

的個別に取り組みやすい「手洗いの推

進」は効果的であると考えられるが、

人々の行動変容も必要であり、教育、保

16



 

 

健、栄養等を含む様々な分野の協力の中

に、手洗いを組み込む必要がある。 

  

高齢化 

AAI は、高齢者を取り巻く諸要因をバ

ランスよく把握することができるため、

高齢化がさらに進行するアジア地域でも

広く活用が期待される。今回、実施した

レビューにおいても、AAI の活用につい

て論文で確認できた国は、ベトナムに加

えて中国、韓国、台湾、タイ、インドネ

シアであり、国際評価尺度である AAI 利

用の期待は高い。しかし、高齢者の生活

は、各国の文化や社会的制度の影響を強

く受けるため、国ごとに AAI の下位項目

の妥当性や信頼性について慎重に検討す

る必要がある。日本版 AAI を開発する場

合でも、ベトナム版 AAI 開発と同じ手順

を踏襲するのが標準的な開発方法だと考

えられるが、これまで報告された各国版

の AAI 評価シートでは、国ごとの高齢者

が置かれている環境や文化を考慮して、

自国の文化に AAI を適合させるためには

項目修正や追加が必要であることが示唆

された。また、政治活動の評価は異なる

文化圏では困難であり、代替指標も含め

て検討する必要性がある。 

 

E.結論 

  保健領域における SDGs 達成のため

には、SDG3 の指標等を通じて統一的な

指標で評価・モニタリングすることが重

要である。一方、カバレッジに主眼を置

いた国連の UHC 追跡指標には、低中所

得国を対象に開発されているものもあ

り、現行の定義では一部国際機関の推計

値を採用するのもやむを得ない。UHC

に関する指標の多くは算出可能であった

が、社会背景や保健医療システムに差異

があるため、primary data の使用に際し

ては、疾患定義の確認や修正、モニタリ

ング指標としてのコンセンサス形成が重

要であることが示唆された。特にリプロ

ダクティブヘルス・小児の治療指標につ

いては、国内状況を反映したデータとな

るよう開発が必要である。本研究では、

既存の統計・行政データをもとに算出方

法を明らかとし、関連データの推計およ

びエビデンス構築を行った。今後も各国

動向を視野に入れつつ、国内の現状を反

映した指標の算出について、既存の統計

調査や行政報告等の利活用が進むことが

期待される。また、今般の新型コロナウ

イルス感染症蔓延により、2020 年以降

のデータ収集や結果に影響が出ているた

め、今後の関連データ提出には別途対応

が必要と考えられる。SDGs 指標モニタ

リングにおいては、このようなプロセス

を経て、 “誰一人取り残さない”保健向

上に貢献することが期待される。 

 

F. 健康危険情報 

 該当なし 
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